
「経営判断指標」の批判的検討

柳 田 純 也

目 次

１．はじめに

２．経営判断指標の概要

３．経営判断指標における基礎的な分析手法

４．経営困難法人の判断は適切か？

５．正常状態法人の判断は適切か？

６．おわりに

１．はじめに

日本私立学校振興・共済事業団（以下，「私学

事業団」とする。）は，平成 19 年８月に私学事

業団の学校法人活性化・再生研究会より公表さ

れた『私立学校の経営革新と経営困難への対応

―最終報告―』（以下，「最終報告」とする。）を

公表した
(1)

。その後，私学事業団は平成 24 年３

月に『私学の経営分析と経営改善計画』（以下，

「24 年改訂版」とする。）を公表し，最終報告を

改訂している
(2)

。

近年，教職員への労働条件の不利益変更事件

（不当労働事件）が増加している
(3)

。その裁判

の過程において理事会側が不利益変更の根拠を

示す証拠資料として，私学事業団による「定量

的な経営判断指標に基づく経営状態の区分」（以

下，「経営判断指標」とする。）を提出する例が

見られるようになってきている。この「経営判

断指標」は私学の理事等が経営改善・経営改革

のツールとして利用するケースが多く，私学の

教職員にとって学校法人会計の理解と共に，「経

営判断指標」の理解が重要となっている。

日本私立大学教職員組合連合（以下，「日本私

大教連」とする。）では，平成 20 年 10 月に最終

報告を対象として「「経営困難」法人に対する文

部科学省及び私学事業団の経営指導に関する日

本私大教連の提言」を公表し，私学事業団によ

る「経営判断指標」（経営状態の区分）の問題性

を明らかとしている
(4)

。この提言では，①「経

営状態の区分」が破綻にいたる段階を示す区分

設定を意味しないこと，②教育研究活動キャッ

シュフロー（以下，「教育研究CF」とする。）が

２年連続でマイナスであることを機械的に重視

することは誤りであること，③外部負債と運用

資産を比較した分析において，外部負債が運用

資産を上回っている状態を負債が過多であると

判定することは早計であること，④教育研究

CF が２年連続でマイナスであり，外部負債が

運用資産を上回る状態であることを結び付ける

ことにより，破綻にいたる段階を示すことは適

切ではないこと，⑤破綻が避けがたい状態とは，

学校法人が資金調達能力を失った場合であり，

破綻にいたる段階の判断には担保余力要素であ

る不動産等の財産評価や金融機関との交渉を判

定指標に入れなければならないこと，という重

要な提言を具体的に述べている。

日本私大教連による提言は，基本的に私学事

業団がその後に公表した 24 年改訂版にも提言
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内容があてはまるが，最終報告における「経営

状態の区分」が７区分であったのに対し，24 年

改訂版では「14 区分」へと増加した。24 年改訂

版では，「この経営判断指標の基本的な考え方

は維持しながら，より学校法人の経営状態の現

状を精緻に把握するために必要な改訂を行いま

した
(5)

」と述べている。最終報告における「経

営判断指標」には多くの問題があったが，24 年

改訂版による「精緻化
(6)

」はどのような意味を

もつのであろうか。また，その「精緻化」は私

学運営にどのような影響を及ぼすのであろう

か。そこで以下，本稿では 24 年改訂版の概要

を紹介し，経営判断指標を批判的に検討してい

きたい。

２．経営判断指標の概要

最初に，最終報告と 24 年改訂版における共

通事項を述べたい。第一は，経営指導のあり方

である。学校法人の理事等が自主的に私学事業

団に経営相談をする場合，私学事業団が理事等

から提出された財務資料に基づいて経営判断指

標を作成することとなっている。そのため，経

営判断指標は学校法人のホームページ等に一般

公開されることは通常ないこと，である。第二

に，経営判断指標において基軸指標となる教育

研究 CFは，理事等から提出された資金収支計

算書を私学事業団がキャッシュフロー計算書に

組み替えて算出されること，第三に，経営判断

指標の目的は「経営破綻を予防するための指

標
(7)

」であること，以上の３点が共通事項であ

る。

最終報告から 24 年改訂版で大きく変更され

た点は，次の２点である。第一に，最終報告の

経営判断指標では６項目の設問事項により，学

校法人の経営状態が区分される仕組みとなって

いたが，24 年改訂版では８項目の設問事項とな

り，あらたな指標や比率が適用されることと

なった。８項目の設問事項に応答することによ

り，フローチャートとなっている経営判断指標

で学校法人の「経営状態の区分」が判明する仕

組みである。８項目の設問事項を示すと，以下

となる。

⑴ ８項目の設問事項（24 年改訂版，４ページ）

① 教育研究 CFが３か年のうち２か年以上

マイナス（赤字）であるか？

② 外部負債と運用資産を比較して外部負債

が超過しているか？

③ 耐久年数により３区分

④ 外部負債を約定年数または 10 年以内に

返済できるか？

⑤ 修正前受金保有率が 100％を切っていな

いか？

⑥ 帰属収支差額が３か年のうち２か年以上

マイナス（赤字）であるか？

⑦ （帰属収支差額の）黒字幅が 10％未満

か？

⑧ 積立率が 100％未満か？

第二に，最終報告における７区分から，24 年

改訂版では 14 区分へと「経営状態の区分」が増

加した。この 14 区分は，大別すると３つに区

分されている。すなわち，①正常状態，②経営

困難状態（イエローゾーン），③自力再生が極め

て困難な状態（レッドゾーン），の３つである。

最終報告と比べると，正常状態の区分が１つ増

え，経営困難状態が Bで４区分，あらたに設け

られたCで３区分となった。そして，自力再生

が極めて困難な状態が Dで３区分とされてい

る。概要を示すと以下のようになっている。

⑵ 経営判断指標による 14 区分（24 年改訂版，

６ページ）

① 正常状態（A1，A2，A3。A1 が最良の

状態に区分される。）
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・教育研究 CFがプラス（黒字）であるこ

と。

・外部負債があっても 10 年以上資金繰り

に問題が生じる可能性がないこと。

・帰属収支差額がプラス（黒字）であるこ

と。

② 経営困難状態（イエローゾーン；C3，C2，

C1，B4，B3，B2，B1。）

・教育研究 CFが３か年のうち２か年以上

マイナス（赤字）であること。

・外部負債を抱えるために 10 年未満に資

金繰りに問題が生じる状態。

・運用資産が少ない（前受金相当額未満）。

・なお，教育研究 CFが黒字でも帰属収支

差額が３か年のうち２か年以上マイナス

（赤字）の場合は，イエローゾーンの予

備的段階（B0）となる。

・イエローゾーンは，学校法人自ら経営改

革努力を行うことにより経営改善が可能

な状態をいう。

③ 自力再生が極めて困難な状態（レッド

ゾーン；D3，D2，D1）

・過大な債務を抱えていること。

・大幅な教育研究 CFの赤字により運用資

産を４年未満（短大法人は２年未満）で

使い切る。

３．経営判断指標における基礎的な分析

手法

経営判断指標においては設問事項①∼⑧を段

階的に応答する仕組みとなっているので，以下

ではこの設問事項の順番にしたがって検討をし

ていく。第一段階（設問①）および第二段階（設

問②）に位置づけされ，経営判断指標で重視さ

れているのが，「教育研究CF」と「外部負債と

運用資産」の概念である。以下では，24 年改訂

版の記述を適宜参照しつつ，その内容を検討し

ていきたい。

⑴ 教育研究CFが２年連続で赤字であるか？

―設 問①―

24 年改訂版においても経営判断指標の基軸

指標として「教育研究 CF」を最重要視してい

る。その理由として，考えられる破綻要因を資

金繰りの悪化による資金ショートに求めている

からである。最終報告では教育研究 CFの数値

は決算値を２年分用いることとしていたが，24

年改訂版では３年分の数値より２年分の教育研

究 CFがマイナスとなった場合，２年連続で赤

字（マイナス）と判断することに変更した。さ

らに，連続した２年分の決算値を用いた後，３

年目の数値を２年目の決算数値を加工した見込

み数値を用いるように変更している。３年目の

数値に見込みの数値を用いることは疑問であ

る。なぜなら，見込み数値を用いる場合，１年

目の数値が良好であっても２年目の数値が悪化

すると３年目の見込み数値はさらに悪化した数

値となることが予想されるからである。

この３年目の推計による見込み数値は，次の

ように算出される。

・推計の決算見込みの算出方法（24 年改訂版，

９ページ）

①
直近年度の学納金＋補助金収入

直近年度の学生数

＝１人当たり学納金・補助金額

② １人当たり学納金・補助金額

×今年度５月１日現在の学生数

＝今年度の学納金・補助金

③ 学納金・補助金以外の収入，すべての支

出を直近年度と同額とみなす。

また，実態を反映して予算化している学校法
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人の場合，予算額（補正予算成立後は補正予算

額）を使用することも考えられる，としている。

⑵ 外部負債と運用資産を比較して外部負債が

超過しているか？ ―設 問②―

第二段階（設問②）に位置づけされているの

が，外部負債と運用資産という概念である。外

部負債と運用資産は，次の算式で算出される。

・外部負債＝借入金＋学校債＋未払金

・運用資産＝現金預金＋引当特定預金（資産）

＋有価証券

外部負債における借入金と未払金は，流動負

債に計上される短期借入金と未払金だけでな

く，固定負債に計上される長期借入金と長期未

払金を合計して算出する。しかし，資金ショー

トの可能性を測定し，破綻予防を指標の目的と

するならば，固定負債に計上される長期借入

金・未払金を除くべきではなかろうか。長期借

入金や長期未払金は，将来の複数年度にわたっ

て返済すればよいものである。したがって，経

営判断指標の設問②「外部負債と運用資産を比

較して外部負債が超過している」の段階では，

長期借入金・未払金を除いた短期借入金・未払

金を用いる方がよいと考える。

思うに，資金ショートの可能性を測定するの

であれば，第一に流動比率を適用し，第二に流

動比率の分子を流動資産から運用資産に変更・

修正して，流動負債の返済能力を測定すべきで

はないか，と考える。資金運用面から現金預金

を固定資産中の特定引当預金（資産）や有価証

券に運用替えをする学校法人の実態にも合うか

らである。

・流動比率＝
流動資産

流動負債
×100（％）

⇒ 修正流動比率＝
運用資産

流動負債
×100（％）

次に，資金調達能力を測る場合に担保余力要

素を考慮に入れることが重要であり，不動産等

の財産評価が学校法人の経営破綻予防に必要な

事項となると考えられるが，24 年改訂版では次

のように記述されている。

「なお，学校法人の基本財産である校地・校舎

は原則的に売却できませんし，仮に売却できた

としても取得価額以上で売却できる保証はあり

ません。そのため，不動産の売却は難しいこと

としています。」（24 年改訂版，９ページ）

24 年改訂版では学校法人の校地等，不動産を

売却するケースのみを想定しているが，不動産

を担保に金融機関等から借り入れを行なうこと

は想定していないことが指摘できる。学校法人

の中には，校地・校舎の他にも広大な不動産を

有する学校法人があることや，都心部で立地条

件の良い土地に不動産を有する学校法人がある

ことを看過している。そのような学校法人の場

合，不動産を売却したときに取得価額を超えた

金額で売却可能なことも考えられるであろう

し，金融機関等も融資に応じる可能性が高いと

思われる。したがって，不動産等の財産評価を

前提とせず，外部負債の借り換えを考慮しない

外部負債と運用資産の比較による評価手法は，

学校法人の経営破綻予防には適切ではなく，不

十分であると考える。
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（出所）日本私立学校振興・共済事業団『私学の経営分析と経営改善計画』，８ページ，2012 年４月。

図表１ 資金収支・キャッシュフロー関連表



第 15 巻 特別号144

（
出
所
）
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
「
平
成
2
5
年
版
経
営
判
断
指
標
」

図
表
２
定
量
的
な
経
営
判
断
指
標
に
基
づ
く
経
営
状
態
の
区
分
（
法
人
全
体
）



４．経営困難法人の判断は適切か？

⑴ 耐久年数により３区分（ア：４年未満，イ：

4∼10 年，ウ：10 年以上） ―設 問③―

経営判断指標の第３段階（設問③）は，24 年

改訂版で細分化された項目であり，あらたに「耐

久年数」という概念が用いられている。この耐

久年数をあらたに設置したことにより，第１段

階の教育研究 CF がプラスであっても，「外部

負債を約定年数又は 10 年以内に返済できない」

と判定された場合には，自力再生がきわめて困

難な状態（レッドゾーン）となり得る。したがっ

て，第３段階の耐久年数の区分において４年未

満で資金ショートすると看做される「ア」とな

るのか，10 年未満で資金ショートすると看做さ

れる「イ」となるのか，10 年以上資金力がある

と判定される「ウ」となるのか，機械的に「経

営状態の区分」を適用する学校法人において重

大な事項となるであろう。

24 年改訂版，10ページでは，この耐久年数に

よる３区分を以下のように記述している。

「「耐久年数」とはあと何年で資金ショートす

るかをあらわします。資金ショートとは教育研

究 CFの赤字による運用資産の取り崩し，若し

くは外部負債を約定どおり返済していったとき

に，いつ運用資産が枯渇するか，その年数のこ

とです」

「改革のために新学部の設置や改組転換を実

施しても，全学年が在籍する大学で４年，短大

で２年を要するため，その間，新設部門は赤字

になりやすくなるため，一番厳しい D（D3・D2・

D1）となるアは４年未満（短大法人は２年）と

しました。」

「イとウは 10 年を基準に分類しました。これ

は 10 年以上資金が持つならば中長期計画を立

案し改革の準備・実施・経過をみる時間的な余

裕があると判断したからです。イ：４年∼10 年

は C（C3・C2・C1），ウ：10 年以上は B（B4・

B3・B2）です。」

10 年以上資金力がある「ウ」は，経営困難状

態（イエローゾーン）と判定すべきであろうか。

疑問である。10 年以上の資金力がある学校法

人は，財務的に健全な法人であり、正常状態と

判定すべきではなかろうか。

そして，（理由は後述するが）経営判断指標に

おける正常状態は優良法人であると筆者は考え

ている。なかでも，A1 の学校法人は高蓄積法

人といえるであろう。

⑵ 外部負債を約定年数または 10 年以内に返

済できないか？ ―設 問④―

第４段階（設問④）は，教育研究 CFがプラ

スの場合である。しかし，約定年数または 10

年以内に返済できない場合には負債が過大であ

ると判断され，第３段階（設問③）の耐久年数

の区分を用いることとされる。その結果，教育

研究CFがプラスであっても，D1（レッドゾー

ン）と判定され得ることとなる。

以上の第３段階（設問③）および第４段階（設

問④）により，いわゆる経営困難法人（イエロー

ゾーン）や自力再生が極めて困難な法人（レッ

ドゾーン）に区分する手法は適切なものであろ

うか。24 年版，13ページ∼14ページにおける

具体的事例を検討してみると次のとおりであ

る。

① 「Ⅰ 教育研究活動によるキャッシュフ

ロー」では，１年目の数値が良好でも２年

目の数値が悪化すると，３年目の見込み数

値はさらに悪化したものとなる。すなわ

ち，２年目の教育研究 CFのマイナス（赤

字）が３年目も続くことを意味する。
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図表３ 具体的事例
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出所）前掲『私学の経営分析と経営改善計画』，13∼14ページ。

図表 4・5 ○○学園の数値例，フローチャート



② ３年目の見込み数値は，前述した「推計

の決算見込みの算出方法」で示した式によ

り算出された数値である。３年目に受験者

数が増えたり，学生生徒等納付金収入が増

えたり，補助金等が増えることを想定して

いない数値である。

③ 耐久年数概念を具体的に適用したもの

が，「Ⅱ-4 運用資産の推移」である。ここ

では，教育研究 CF は平成 22 年度以降

「−54,880」に固定されること，財務活動

CF は外部負債の返済でマイナスの数値で

あり５年間は「−100,000 」その後は

「−80,000」に推移すること，施設設備等

活動 CFは３年目以降ゼロであること，を

確認しておきたい。

④ 「Ⅱ-4 運用資産の推移」によると，８年

目（30 年度見込み）で外部負債の返済に

よって運用資産を使い切り，運用資産がマ

イナス（−85,860）となる。

⑤ 以上のシミュレーションより，耐久年数

はイ（４年∼10 年未満）と判定され，経営

判断の区分では「C2」（イエローゾーン；経

営困難状態の下から２区分目）となる。

この「耐久年数」を用いた分析手法は，３か

年のうち２年目の決算数値（教育研究 CFのマ

イナス）が悪化すると３年目の見込み数値も固

定化され，その後の年度へも悪化した状況の数

値が固定化されて引き継がれる点において機械

的に過ぎると考える。経営判断指標の目的が経

営悪化への早期発見にあるとはいえ，学校法人

の将来シミュレーションを悪化する方向で判定

する結果を導くものであり，学校法人の評価を

誤導するものであろう。また，学校法人の理事

や教職員等がこのような経営悪化の一途を放置

するとは考え難いのではなかろうか。この耐久

年数による判定・評価が「経営危機・破綻へと

至る近さ・段階」を示すと考えるのは適切では

ないであろう。なぜなら，学校法人の資金調達

能力を正しく測定・評価したものとはいえない

からである。耐久年数を用いた判定・評価は，

学校法人を取り巻く外部の利害関係者（受験

生・在学生やその父兄，マスコミ等）から誤解

を招く危険性が高く，経営困難状態や自力再生

が極めて困難な状態と判断する指標として適切

ではないと結論付けることができよう
(8)

。

５．正常状態法人の判断は適切か？

⑴ 修正前受金保有率が 100％未満か？

―設 問⑤―

最終報告における経営判断指標では設定され

ておらず，24 年改訂版であらたに設定された第

５の項目が修正前受金保有率である。この比率

の算式を示すと以下となる。

・修正前受金保有率＝
運用資産

前受金
×100（％）

「教育研究 CFが黒字で且つ，外部負債が過大

ではなかったとしても，手持ちの運用資産が極

めて少ない場合には短期的に資金ショートの可

能性がありますので，B1 イエローゾーンとし

ました。

前受金は次年度の学生のための授業料等であ

り，運用資産が前受金より少ないということは，

次年度に使うべき運用資産を先食いしていると

いえ，資金繰りが厳しいといえます。」（24 年改

訂版，10ページ）

24 年改訂版では，上のように修正前受金保有

率が説明されているが，あらたにこの比率項目

を設定したことは理由が判然としない。なぜな

ら，前受金は決算整理仕訳により決算日（３月

31 日）に負債計上されるが，次期（翌年度の４

月１日）には振替仕訳がなされる一時的な性格

第 15 巻 特別号148



をもつ勘定科目だからである。この前受金は，

適正な期間損益計算を行うための会計処理であ

るが，前受金の金額は前年度中に入金された授

業料等の金額（主に新入生の入学金と授業料）

であり，授業料等の全額ではない。授業料等が

分割で納入される場合には，次期に入金が行わ

れることとなる。

前受金が次期に学校法人の運営に費消される

としても，運用資産を減少させる結果となるか

否かは決算日に計上された前受金の金額では判

断できないと考えられ，この比率項目をあらた

に設ける意義を見出すことは難しいと考える。

次期の会計年度初頭に資金繰りが一時的に厳し

くなる場合があるとしても，分子は従来の前受

金保有率で使われている現金預金でよいであろ

う。また，授業料等が分割納入される時期には，

収入が増加する場合も十分に考えられる。一時

的に運用資産を取り崩したとしても，その後の

収入により補填できることも考えられるのであ

る。分子を運用資産に変更したことの趣旨は，

資金の蓄積を促すことに主眼があると推測され

る。

⑵ 帰属収支差額が２年連続赤字であるか？

―設 問⑥―

第６段階（設問⑥）は，学校法人の採算性を

あらわす帰属収支差額についての項目である。

24 年改訂版では，次のように記述している。

「教育研究 CFが黒字であっても帰属収支差額

が黒字でなければ，減価償却分の資金が留保さ

れず，結局は運用資産を取り崩すことにつなが

るため正常状態とは言い難く，帰属収支差額が

２年連続で赤字の場合は「B0」と判定し，イエ

ローゾーンの予備的段階となります。なお，こ

こでは，経常的な収支を評価するという意味か

ら，臨時的な支出である資産売却と資産処分は

控除して計算し，また，「２年連続」については，

①の教育研究 CFにおける考え方と同様として

います。」（24 年改訂版，10ページ。下線部は筆

者が施した。以下，同様である。）

経営判断指標において帰属収支差額を項目に

入れ，消費収支差額を項目に用いていないこと

は評価できる。しかし，「帰属収支差額が黒字

でなければ，減価償却分の資金が留保され」な

い，という記述は誤りである。消費収支計算書

における帰属収入と消費支出が対応することに

より，学校法人の採算性をあらわす帰属収支差

額が算定される仕組みは，企業会計における収

益と費用が対応して当期純利益が算定される仕

組みに相当する。減価償却費の計上は適正な期

間損益計算を行なうための会計処理であり，資

金留保を目的とした会計処理ではない。帰属収

支差額がマイナス（赤字）であっても，減価償

却費の金額は学校法人内部に資金が留保される

のが実態であるから，帰属収支差額のマイナス

（赤字）分を減価償却費の金額分だけ補填する

ものと考えられる。

さらに，帰属収入は学校法人の収益総額をあ

らわし，消費支出は費用総額をあらわす概念で

あるから，「臨時的な支出である資産売却と資

産処分は控除して計算」することは適切ではな

いであろう。

⑶ 黒字幅が 10％未満か？ ―設 問⑦―

第７段階（設問⑦）は，帰属収入のうち帰属

収支差額がどのような割合で発生しているのか

を測定する比率であり，プラスの帰属収支差額

の割合を「黒字幅」と称しているものである。

企業会計における利益率に相当する。算式を示

すと以下となる。また，24 年改訂版では次のよ

うに説明されている。

・帰属収支差額比率＝
帰属収支差額

帰属収入
×100（％)
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＊但し，資産売却処分差額は控除する。

「帰属収支差額が黒字であっても基本金組入相

当の黒字が生じていなければ，消費収支は均衡

しないため，帰属収支差額の 10％未満しか黒字

が生じていない場合は「A3」となります。」（24

年改訂版，11ページ）

基本金組入は前年度に理事会が決定した金額

を当年度に組み入れることにより，自己資金の

充実をはかる会計処理方法である。基本金組入

額は事前に組み入れるが，帰属収支差額は決算

日に帰属収入と消費支出を対応させて算定可能

なものである。つまり，帰属収支差額の金額が

基本金組入額となるのではない。したがって，

24 年改訂版の記述は適切ではないといえる。

基本金組入額は理事会の決定による先行投資

の性格を有するものであり，消費収支が均衡す

るよう合理的な基本的組み入れを実施している

学校法人は通常見られない。基本金組入後の消

費収支が支出超過となる学校法人が多く，基本

金の部合計から繰越消費収支差額を加減して算

出した自己資金は，消費支出超過額が計上され

ていても増加している場合がある。

そもそも消費収支の均衡は単年度で行われる

必要はなく複数年度で均衡すればよいが，学校

法人の理事会等が消費収支を均衡させるよう合

理的な基本金組入を行なっているとはいえない

のではなかろうか。学校法人の財政状態を本質

的に捉えるには，自己資金が増加したのか，減

少したのかを算出することに意義があると考え

る。

さらに，帰属収支差額比率が 10％以上の学校

法人が財政的によいとする評価は問題である。

学生達への教育サービスを十分に行う学校法人

であれば，消費支出の割合が高くなるはずであ

り，10％以上もの帰属収支差額が発生する場合

には，その学校法人は学生達への教育サービス

が不足していると解釈できるからである
(9)

。ま

た，この比率項目が設定されていることにより，

帰属収支差額を 10％以上確保するために，人件

費等の削減がなされるおそれがあることも指摘

できる。

⑷ 積立率が 100％未満か？ ―設 問⑧―

第８段階（設問⑧）の積立率は最終報告にお

ける経営判断指標では設定されていなかった項

目で，24 年改訂版であらたに設定されたもので

ある。この積立率が 100％以上である場合，正

常状態でも最良の A1 となる。したがって，財

務面が安定的で良好な学校法人では，経営判断

指標で最良とされる A1 を目指した財務戦略を

採ることが予測される。

積立率の算式は以下となる。また，24 年改訂

版では次のように説明されている。

・積立率＝

運用資産

要積立額（減価償却累計額＋退職給与引当金＋２号基本金＋３号基本金)

×100（％）

「帰属収支差額が十分であっても，運用資産が

本来持っていてほしい要積立額（減価償却累計

額，退職給与引当金，２号基本金，３号基本金）

よりも少ない場合には，不足する運用資産の積

立が必要になりますので A2 とし，積立率が

100％以上の場合は最良の A1 としました。」（24

年改訂版，11ページ）

帰属収支差額比率の問題性については既に述

べたが，積立率の持つ問題性も大きなものがあ

る。減価償却累計額は，そもそも 100％を保有

すべきものではない。年ごとに計上される減価

償却費は学校法人の内部に蓄積されるが，資金

留保された減価償却費はその使途を限定されず

に費消されることが通常である。減価償却費は
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必ずしも施設・設備の維持更新に使用されるわ

けではなく，そもそも減価償却費は施設・設備

の維持更新を目的として計上されるものではな

い。したがって，減価償却累計額 100％全額を

資金として保有することは実務上あり得ないで

あろうし，全額保有することを義務づけるなら

ば使途を拘束すべきである。しかし，学校法人

会計基準にはそのような規定は存在しない。

次に，退職給与引当金であるが，これは負債

性引当金として固定負債に計上されるものであ

る。つまり，教職員の退職金を学校法人が将来

支払うために保有するものであり，会計理論上，

積立金の性格を持つものではない。したがっ

て，積立率の分母に２号基本金，３号基本金と

共に要積立額として算入することは誤りである

といえる。貸借対照表科目の負債と基本金は会

計理論上，明確に区別されなければならない。

返済義務のある負債と返済義務のない基本金

は，会計上の性格が明らかに異なるからである。

結論として，運用資産として 100％保有して

いることが望ましいのは，第２号基本金と第３

号基本金の２つであるといえよう。貸借対照表

の貸方（基本金の部）に計上される第２号基本

金と第３号基本金に対し，借方に第２号基本金

引当特定預金（資産）と第３号基本金引当特定

預金（資産）をそれぞれ同額保有することが望

ましいこととなる。

しかし，帰属収支差額比率と同様に，積立率

を 100％以上保有することが良いと評価するこ

とは問題であろう。積立率が「将来の施設設備

の取替更新等に備えて保有すべき資産の保有状

況を表す比率」として，学校法人の理事等が重

視する場合，現状よりもさらに運用資産の蓄積

をはかることが予想される。しかし，学生達へ

の教育サービスや教職員への給与に還元する学

校法人ならば，さらなる高蓄積をはかるよりも

教育サービスや人件費等に充当する経営行動を

選択するはずであろう。したがって，社会的責

任を果たし，公共的性格を果たす学校法人ほど，

比率が低い傾向となり不合理な評価がなされる

と指摘することができよう。

６．おわりに

⑴ 経営困難状態法人の判断は適切ではないこと

24 年改訂版では，「教育研究CF」，「耐久年数」

概念を結び付けて分析することにより，決算数

値を用いる最初の２年間のうち２年目で「教育

研究CFがマイナス（赤字）」となると，３年目

以降の見込み数値を用いた数値が財政的に悪化

の一途となるような分析結果となり得る。その

結果，24 年改訂版の経営判断指標を適用する

と，より多くの学校法人が経営実態よりも「経

営状態の区分」（段階，ランク）が低落する可能

性が高くなることが予想される。この耐久年数

による判定・評価が「経営危機・破綻へと至る

近さ・段階」を示すと考えるのは適切ではなく，

機械的で厳し過ぎる判定・評価手法であるとい

える。学校法人の資金調達能力を正しく測定・

評価したものではない点においても不合理なも

のである。

⑵ 正常状態法人の判断は適切ではないこと

多くの学校法人の「経営状態の区分」が低落

傾向となる一方，地域で受験生を集める有力校

では「帰属収支差額比率の 10％以上」と「積立

率 100％以上」を目指した経営行動が行われる

ことが予想される。

「帰属収支差額比率の 10％以上」という指標

は，学生達への教育サービス提供不足による教

育の質の低下を招くおそれがあり，帰属収支差

額の確保のために人件費等の削減が進められる

おそれも指摘できる。「積立率 100％以上」とい

う指標は，将来の施設・設備の充実のためにさ

らなる資金の蓄積を政策誘導するものと評価で

きる。
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結論として，これら２つの指標は密接に結び

付いており，「帰属収支差額比率 10％以上⇒積

立率 100％以上」を目指した財務戦略を採る有

力校が増加することが予想され，問題である。

さらに，これら２つの高蓄積を促す指標は，私

学助成を今後も抑制していくことを政策誘導す

るものと評価できる。最終報告では「関連して

取り組むべき課題」として，「高等教育に関する

公的資金の増額と基盤的経費への助成の充

実
(10)

」が述べられていたことと比べると，24 年

改訂版は最終報告が示す方向に逆行したものと

いえよう。

⑶ 最終報告における課題を再評価すべきであ

ること

最終報告における「高等教育に関する公的資

金の増額と基盤的経費への助成の充実」は，わ

が国の学校法人のあり方について重要な提言を

しており，再評価すべき多くの点を指摘してい

る。そこで，本稿の最後に紹介することとする。

「今後の我が国の発展のために私立学校が果た

す役割は大きく，平成 18年度に改正された教

育基本法第８条においても，国等は助成等によ

り私立学校教育の振興に努めなければならない

旨が定められた。各私学の改善努力に対して

は，国等による一層の支援が必要である。（中

略）

これまで高等教育の費用負担は，特に私立大

学においては，その多くを家計に依存してきた

のであり，これ以上負担が増せば，高等教育を

受ける機会を断念するケースも生じかねない。

国は，個人の経済状態を問わず意欲ある者には

高等教育を受ける機会を保障すべきであり，「ユ

ニバーサル・アクセス」の段階における高等教

育の国私格差是正のために，基盤的経費への助

成を拡充することが必要である。

同時に国が，経済社会全体の発展を可能とす

るためには，いわゆるエリート層の育成のみで

なく，社会の中枢を支える良質で勤勉な多数の

人材の育成が不可欠である。それは，高等教育

機関の大部分を占め，幅広い層に対して教育を

提供してきた私立大学等なくしてはもはや不可

能である。これまで私立大学等が果たしてきた

公共的使命と役割を正当に評価し，国公私立大

学を通じて適正な定員管理の在り方について検

討するとともに，財政的な支援の中でも基盤的

経費への助成を充実するべきである。

また，18 歳人口の減少に伴い，地域によって

は知の拠点として必要とされながらも存続が危

ぶまれる私立大学が増加しつつある。地方に高

等教育機関が少なくなり，大都市圏でなければ

高等教育が受けられなくなれば，地域格差，経

済格差の拡大を助長する恐れがある。更に，若

者にとって魅力が薄くとも，国の知の財産とし

て，また社会が求める技術者等の人材の育成と

して必要な教育研究分野もある。今後とも活力

ある我が国の社会を築いていくためには，高等

教育に関する公的資金の増額と高等教育機関に

対する基盤的経費への助成の充実が必要であ

る。」

小規模で地方に立地する学校法人が経営困難

状態にある傾向が見られるが，一方で都市に立

地する大規模な学校法人が正常状態にある傾向

が見られる。私学事業団による経営判断指標

は，十分な私学助成を前提とせず，学校法人の

自主的な経営改善・経営改革を促進する目的で

作成されている。1975年の私立学校振興助成

法（制定時）の附帯決議では，「国の補助をでき

るだけ速やかに２分の１とするよう努めるこ

と」とされていた。しかし，経営判断指標は国

の補助を増額するより，むしろ抑制する政策誘

導に役立つものとして機能しているといわざる

をえない。また，地域格差，経済格差，教育格

差を拡大させる要因となる指標とも評価するこ

とができる。私学事業団による経営判断指標は

会計政策のあり方を問う問題としてだけでな
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く，教育政策や教育のあり方について我々に深

く考えさせる重要な課題を突き付けているので

ある。
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